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各ページの見方

• 本資料は厚生労働省や各省庁及び各関係機関より公表された情報を基に作成しております。

• ページ右上欄外にある表示は以下の通りとなります。

：新しく公表された情報で、新規に追加掲載したページ。

：情報の一部を更新したページ。更新箇所は赤字で表記。
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情報更新
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新型コロナウイルス感染症の経営への影響
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診療科別│患者数が 「減っている」 割合

多様な診療科が

影響を受けている。

●調査期間│6月22日～28日 ●回答者数│4,325人
（病院勤務70.3％、診療所医師27.6%、その他2.1%）

外来機能停止

0.3％

昨年同時期と比べた
患者数の変動

増えている

21.1％

変わらない

32.3％
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46.2％

顕
著
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新型コロナウイルス感染症の経営への影響

コロナ禍の診療科目別の影響 新規掲載
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外来患者数の減少に連動して処方箋件数も減少。
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注1） 本調査は本会が7月に実施した影響調査（約2,500を対象）とは別に5月から継続的に実施しているもの。

注2） 本調査は今後も実施予定。
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新型コロナウイルス感染症の経営への影響

コロナ禍の調整薬局への影響 新規掲載
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急性期（一般・地ケア）は影響が大きく、回復期・慢性期は影響が小さい。

（備考） 令和2年7月13日～8月3日、有効回答数1,459病院
（出所）日本病院会等調査資料より山田コンサル作成

● 前期 ● 今期2,135
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コロナ禍の病院経営への影響

新型コロナウイルス感染症の経営への影響
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通所系（通所介護やショートステイ）が顕著に影響を受けている。

● 影響を受けている ● 影響を受ける可能性がある ● 影響はない
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91％

37％

82％

52％

53％

45％

21％
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その他
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有料老人ホーム

訪問介護

ショートステイ

通所介護通所介護

ショートステイ

通所系

訪問系

影響大

施設・居住系
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新型コロナウイルス感染症の経営への影響
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RANK

1 ADLの低下 69% ADLの低下 62% 外出や交流機会の減少 77%

2 外出や交流機会の減少 59% 外出や交流機会の減少 58% 生活満足度の低下 57%

3 認知機能の低下 58% 家族の介護負担の増加 56% 認知機能の低下 43%

4 家族の介護負担の増加 57% 認知機能の低下 44% ADLの低下 40%

5 身体活動量の低下 42% 身体活動量の低下 42% 興味・関心、意欲の低下 30%

6 うつ・閉じこもり 29% うつ・閉じこもり 36% 身体活動量の低下 30%

7 興味・関心、意欲の低下 25% 生活満足度の低下 25% 行動心理症状の出現・増悪 26%

8 IADLの低下 23% IADLの低下 20% IADLの低下 14%

9 生活満足度の低下 19% 興味・関心、意欲の低下 17% うつ・閉じこもり 14%

10 衛生状態の悪化 17% 行動心理症状の出現・増悪 15% 家族の介護負担の増加 11%

施設・居住系訪問系通所系
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コロナ禍による介護事業へ与える影響見込み

新型コロナウイルス感染症の経営への影響

新規掲載
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新型コロナウイルス感染症の医療・介護業界における影響 まとめ
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• 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う影響をフロー別にまとめると以下の通り。

増加傾向・
要医師確保

紹介患者
減少懸念？

紹介患者
減少懸念？

受入自粛→
再開傾向？

急性期病院診療所 施設・居住系

訪問系 通所系

回復期・
療養病院

通院 訪問 オンライン 検査 手術

営業自粛（復調気味）

実施先送り
→通常実施？

健診

調剤薬局に
マイナス影響

コロナ禍の
特例対応

徐々に
回復傾向？

通院自粛又
は長期投与

営業自粛又
は自粛要請

在宅

救急 減少傾向

①通所系②訪問系
③施設・居住系の順で影響大

コロナの影響 大 急性期病院 大│回復期・療養病院 小

在宅・介護手術・入院外来・健診

今後、急性期機能を維持すべきかどうかの検討が必要 感染対策等の体制充実が必要訪問・オンラインへの切替え要否検討

新型コロナウイルス感染症の経営への影響

新規掲載
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初診患者に対しても、

医師の判断のもとオンライン・電話での

診療が可能になった。
（ただし、特例的対応）4月以降

2020年

2018年10月
時点の普及率

0.9％

2020年7月
時点の普及率

14.4％

オンライン診療料を
届け出ている医療機関数

1,054件

2018年10月時点の
医療機関数

109,971件

2020年7月時点の
対応医療機関リスト件数

16,010件

2020年4月時点の
医療機関数

110,898件

オンライン診療の
導入率はある程度
上昇している

10

オンライン診療の普及状況と見込み

新型コロナウイルス感染症の経営への影響

新規掲載
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経営効率へのプラスの影響は限定的

51

40

25

18

13

12

8

1

診療時間も効率性も
変わらない

今のところ不明

診療時間は変わらないが、準備の手間が
増え総合的に効率性が落ちた

診療時間が短くなったが、準備の手間が増え
効率性は変わらない又は悪くなった

診療時間が短くなり
効率性は向上した

診療時間は長くなり効率性は悪くなった

診療時間は変わらないが、総合的に効率性は向上した

まだ運用実績がない

オンライン診療導入による経営効率への影響

採算が取れる人数は7～8人＝採算が合わない

5名以下

74％

オンライン診療の
1ヵ月の利用者数の

割合

10-20名

9％

50-100名

1％

100名以上

1％

20-50名

3％

5-10名

12％

11

新型コロナウイルス感染症の経営への影響

オンライン診療の普及に向けた課題 新規掲載
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感染対策以外に、ICT活用や勤務体制の見直しを検討。

261

178

164

163

146

146

108

94

69

43

感染防止資材の使用、体調管理

デジタル活用

職員の勤務体制等の見直し

感染予防等に関する研修実施

備蓄、管理体制

感染症対策マニュアルの策定

関係機関との連携

国会等入所者と家族の交流支援

利用者・家族のニーズへの関与・支援

その他

感染防止資材の使用、体調管理

デジタル活用

職員の勤務体制等の見直し

感染予防等に関する研修実施

感染症対策マニュアルの策定

オペレーションの
見直しを検討

感染防止への
検討が多い

12

新型コロナウイルス感染症の経営への影響

介護事業におけるコロナ禍による今後の対応 新規掲載
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各種制度融資について（医療・介護業向け要件整理）
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制度融資 対象事業等一覧 ※要件や限度額等の詳細については次頁以降をご参照下さい。

各種制度融資について（医療・介護業向け要件整理）

14

施設例
（一部）

福祉医療機構 日本政策金融公庫
商工組合
中央金庫

日本政策
投資銀行

信用保証協会

医療貸付事業 福祉貸付事業
国民生活事

業
中小企業事業

セーフティネット4
号

セーフティネット5
号

危機関連保
証

病院

対象

規模、個人・法
人格の種類の

制限なし

（医療貸付事業
にて対応）

例外的に
対象

対象外

福祉医療機構
の融資対象事
業者は対象外

対象 対象

対象

（ただし、常勤換算職員300人以下）

診療所
助産所

訪問看護

老健
介護医療院

医療従事者養
成施設

高齢者福祉事
業者（特養、通
所等）

（福祉貸付事業
にて対応）

対象

社会福祉法人、
医療法人、一般
社団法人、営利

法人、NPO法人、
日本赤十字社

児童福祉事業
者（保育所、児
童養護施設等）

対象

全法人（法人であ
れば対象となる）

障害者福祉事
業者（居宅介護
事業、重度訪
問介護事業所
等）

対象

全法人（法人であ
れば対象となる）
※障害者支援施
設は社福、一般
社団、日本赤十

字社のみ可

※要件の対象範囲、各種条件は記載の内容と異なることがあります。詳しくは該当金融機関の窓口にお問い合わせください。
（出所）各機関HP公開情報と電話ヒアリングより山田コンサル作成。
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病院・診療所

貸
付
利
率

①病院 ②診療所
コロナ対応を行う医療機関
※1 

政策医療を担う医療機関
※2

当初5年間の
無利子貸付の範囲

(3割以上減収)
2億円

(3割未満減収)
1億円

(3割以上減収)
5,000万円

(3割未満減収)
4,000万円

①・②の金額と 「前年同月
からの減収額の2倍」の
いずれか高い金額

①・②の金額と 「前年同月

からの減収額」のいずれか
高い金額

上記以外の部分 0.2%（当初5年間の上記金額を超える部分及び6年目以降の部分）

貸付金の限度額
次の金額と「前年同月からの減収額の12倍」のいずれか高い金額

[病 院]      (3割以上減収)10億円 (3割未満減収)7.2億円
[診療所]   (3割以上減収)5,000万円 (3割未満減収)4,000万円

無担保貸付

[病 院]     (3割以上減収)6億円 (3割未満減収)3億円
[診療所]   (3割以上減収)5,000万円 (3割未満減収)4,000万円

コロナ対応を行う医療機関…上記金額と「前年同月からの減収額の6倍」のいずれか高い金額
政策医療を担う医療機関…上記金額と「前年同月からの減収額の3倍」のいずれか高い金額

融資条件

貸付対象 前年同期などと比較して減収又は利用者が減少している等施設

償還期間(据置期間) 15年以内（5年以内） ※据置期間は元金の支払猶予期間

※1：コロナ対応を行う医療機関：コロナ患者の入院受入れ・病床確保、接触者外来等の設置
※2：政策を担う医療機関：都道府県医療計画に名称が記載されている政策医療を担う医療機関及び在宅医療を担う医療機関医療

※要件の対象範囲、各種条件は記載の内容と異なることがあります。詳しくは該当金融機関の窓口にお問い合わせください。
（出所）各機関HP公開情報と電話ヒアリングより山田コンサル作成。

独立行政法人福祉医療機構

情報更新
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介護老人保健施設・介護医療院・助産所・医療従事者養成施設・指定訪問看護事業

貸
付
利
率

介護老人保健施設、介護医療院 助産所、医療従事者養成施設、指定訪問看護事業

当初5年間の
無利子貸付の範囲

1億円 4,000万円

上記以外の部分 0.2%（当初5年間の上記金額を超える部分及び6年目以降の部分）

貸付金の限度額
次の金額と「前年同月からの減収額の12倍」のいずれか高い金額

1億円 4,000万円

無担保貸付 1億円 4,000万円

返済期間 15年以内（据置期間5年以内）

既存借入返済を止めた
場合の融資の検討可否
と条件

可

既存金融機関から事前承認を得ており、資金調達後、既存金融機関に対して内入れ返済を実施しな
い

他行との併用 • 日本政策金融公庫（国民貸付事業）の、新型コロナウイルス感染症特別貸付との併用は不可。

その他

• 直近月から過去1年分の償却前利益が長期借入金の年間償還額を上回ること
• ただし、返済原資が不足する場合でも相談対応可能
• 福祉医療機構からの既往借入について、当面6か月の元利金の返済猶予にも応談可能（事業者の

状況に応じて最長3年6ヵ月）

問合せ先 医療貸付専用ご相談フリーダイヤル：０１２０-３４３-８６３

※要件の対象範囲、各種条件は記載の内容と異なることがあります。詳しくは該当金融機関の窓口にお問い合わせください。
（出所）各機関HP公開情報と電話ヒアリングより山田コンサル作成。

独立行政法人福祉医療機構
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福祉関係施設

貸付対象

前年同期などと比較して減収若しく

は利用者が減少又は自治体からの休止要請に
対応など、新型コロナウイルス感染症により経
営に影響を受けた場合

施設利用者又は従業員及びその家族に、新型コ
ロナウイルスの感染者が出たことによる休業等に
より、減収となった入所施設（地域密着型を除く）

償還期間
（据置期間）

15年以内（５年以内）
※据置期間は元金の支払猶予期間

貸付
利率

当初５年間
6,000万円まで無利子

6,000万円超の部分は0.2％
1億円まで無利子

1億円超の部分は0.2％

６年目以降 0.2％ 0.2％

貸付金の限度額 なし なし

無担保貸付 6,000万円 1億円

※要件の対象範囲、各種条件は記載の内容と異なることがあります。詳しくは該当金融機関の窓口にお問い合わせください。
（出所）各機関HP公開情報と電話ヒアリングより山田コンサル作成。

返済期間 15年以内（据置期間5年以内）

必要申込書
融資相談票、直近1ヵ年の決算書、直近月の業況と前年同月実績比較、コロナによる業況低下が分か
るエビデンス資料（管理資料で対応可能）

既存借入返済を止めた
場合の融資の検討可
否と条件

可

既存金融機関から事前承認を得ており、資金調達後、既存金融機関に対して内入れ返済を実施しな
い

他行との併用 • 日本政策金融公庫（国民貸付事業）の、新型コロナウイルス感染症特別貸付との併用は不可。

その他

• 既に融資を受けた後でも追加で融資を受けることが可能（ただし、既に実行した融資額以上の更なる
資金の必要性の説明が要件となる）

• 福祉医療機構からの既往借入について、当面6か月の元利金の返済猶予にも応談可能（事業者の
状況に応じて最長3年6ヵ月）

問合せ先 福祉貸付専用ご相談フリーダイヤル：０１２０-３４３-８６２

独立行政法人福祉医療機構

情報更新
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独立行政法人福祉医療機構
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前年同月と比較して、
医業収益が30％以上
減少した月が1月以上

ある医療機関

従前融資要件 見直し後

貸付限度額の引上げ

無利子枠の上限の
引上げ

無担保枠の上限の
引上げ

病院

診療所

病院

診療所

病院

診療所

7.2 億円

4千万円

3億円

4千万円

1億円

4千万円

10億円

5千万円

6億円

5千万円

2億円

5千万円

 すでに新型コロナウイルス対応支援資金融資を受けた医療機関に対し、第2次補正及び令和2年9月15日付拡充の
融資条件が遡及適応される。

内容

（出所）独立行政法人福祉医療機構HP公開情報より山田コンサル作成。
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今回のコロナ融資により、民間金融機関からの借入金の借り換えを行うことはできますか？

• 本融資制度は、コロナによる減収の補てんに充てる運転資金であるため、人件費や経費に充
てていただくものであり、他の金融機関の借入金の借り換えにはご利用できません。

資金使途や虚偽報告に関する留意点について

• 次の場合には、繰上償還となるほか、違約金をお支払いいただくことがあります。
①貸付金を定められた使途以外に使用した場合または長期にわたり使用しない場合
②虚偽の申告もしくは報告をし、または必要な事実の申告もしくは報告を怠ったことにより貸付

金が限度額を超えることとなった場合、または貸付金について借入を要しないこととなった場
合

コロナ融資の繰上償還について

• 通常のご融資と異な り、今回の新型コロナウイルス感染症に伴う長期運転資金に限り、弁済
補償金をお支払いいただく必要はありません。
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融資対象事業 対象法人

事業名 詳細

病院、診療所 一般診療所（健診センター、
指定通所リハビリテーショ
ン事業所、指定訪問リハ
ビリテーション事業所を有
する診療所を含む）、歯科
診療所、共同利用施設、
医師会が開設する臨床検
査センター

個人、医療法人、一般社団法人又は一般財団法人、社会福祉法人、
日本赤十字社、学校法人（医・歯学部を置く大学を設置する学校法人）、
各種組合・連合会（※厚労省が定める者一覧）、宗教法人、厚生年金
保険の適用事業所の事業主

介護老人保健施設、
介護医療院

個人、医療法人、一般社団法人又は一般財団法人、社会福祉法人、
日本赤十字社、学校法人（医・歯学部を置く大学を設置する学校法人）、
各種組合・連合会（※厚労省が定める者一覧）、宗教法人

医療従事者養成施
設

助産師、看護師、准看護
師、理学療法士、作業療
法士、臨床工学技士、義
肢装具士、救急救命士、
歯科衛生士

医療法人、一般社団法人又は一般財団法人、社会福祉法人（恩賜財
団済生会及び北海道社会事業協会は病院又は診療所に併設される
看護師又は准看護師を養成する場合に限る）、日本赤十字社（病院又
は診療所に併設される看護師又は准看護師を養成する場合に限る）、
学校法人（医・歯学部を置く大学を設置する学校法人）

助産所 児童福祉法に規定する助
産施設を除く

個人、医療法人、一般社団法人又は一般財団法人、社会福祉法人
（恩賜財団済生会及び北海道社会事業協会を除く）

指定訪問看護事業 医療法人、社会福祉法人、日本赤十字社、医師又は看護師等を会員
として設立した一般社団法人、厚生労働大臣が定めた営利を目的とし
ない法人、各種組合・連合会（厚労省が定める者一覧を参照）

医
療
貸
付
事
業

貸付区分

※要件の対象範囲、各種条件は記載の内容と異なることがあります。詳しくは該当金融機関の窓口にお問い合わせください。
（出所）各機関HP公開情報と電話ヒアリングより山田コンサル作成。
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融資対象事業 対象法人

特別養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症高齢者グルー
プホーム、養護老人ホーム、老人デイサービスセンター（生活支援ハウスを含
む）、 老人短期入所施設、ケアハウス、複合型サービス福祉事業所（看護小規

模多機能型居宅介護事業所）等、老人介護支援センター、定期巡回・随時対応
型訪問介護看護、訪問介護、夜間対応型訪問介護、福祉用具貸与事業、特定
福祉用具販売事業、訪問入浴介護

社会福祉法人、医療法人、一般社団
法人、
営利法人・NPO法人、日本赤十字社

保育所、小規模保育事業、放課後児童健全育成事業、障害児通所支援事業 全法人（法人であれば対象となる）

助産施設、児童養護施設 、児童自立支援施設 、乳児院、障害児入所施設、児
童厚生施設、母子生活支援施設

社会福祉法人、一般社団法人、宗教
法人、
日本赤十字社

障害児相談支援事業、児童自立生活支援事業、養育支援訪問事業、寡婦日常
生活支援事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、小規模居住型
児童養育事業、婦人保護施設、地域子育て拠点事業、一時預かり事業、母子家
庭等日常生活支援事業
等

社会福祉法人、日本赤十字社

居宅介護事業所 、短期入所事業所 、自立訓練事業所、重度訪問介護事業所 、
重度障害者等包括支援事業所 、就労移行支援事業所、生活介護事業所 、共同
生活援助事業所 就労継続支援事業所、自立生活援助事業所、就労定着支援
事業所
等

全法人（法人であれば対象となる）

地域活動支援センター、特定相談支援事業、一般相談支援事業、福祉ホーム
等

社会福祉法人、日本赤十字社、医療
法人、
一般社団法人

福
祉
貸
付
事
業

高
齢
者

児
童

障
害

貸付区分

※要件の対象範囲、各種条件は記載の内容と異なることがあります。詳しくは該当金融機関の窓口にお問い合わせください。
（出所）各機関HP公開情報と電話ヒアリングより山田コンサル作成。
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融資対象事業 対象法人

同行援護事業所、行動援護事業所、移動支援事業 社会福祉法人、日本赤十字社、
医療法人

障害者支援施設、身体障害者福祉センター、盲導犬訓練施設、補装具製作施設、
視聴覚障害者情報提供施設

社会福祉法人、日本赤十字社、
一般社団法人

身体障害者生活訓練等事業、介助犬訓練事業、手話通訳事業、聴導犬訓練事
業

社会福祉法人、日本赤十字社

救護施設、授産施設、更生施設、宿所提供施設、社会事業授産施設 社会福祉法人、日本赤十字社

更生保護施設 更生保護法人、一般社団法人

特定有料老人ホーム（老人福祉法第 29 条に規定する有料老人ホーム※であり
以下のいずれにも該当するもの）

・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、病院又は介護老人
保健施設に隣接した場所に設置するもの。
・入居定員が 50 人未満のもの。

・利用料が比較的低廉であり、かつ、入居者からは原則として利用料以外の金
品を徴収しないもの。

※高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第一項の登録を受けるサービ
ス付き高齢者向け住宅を含む。

社会福祉法人、日本赤十字社、
医療法人、一般社団法人

認可を目指す認可外保育施設 全法人（法人であれば対象となる）

日常生活支援住居施設、企業主導型保育事業 社会福祉法人、日本赤十字社医療法
人、NPO 法人、一般社団法人

福
祉
貸
付
事
業

障
害

そ
の
他

貸付区分

※要件の対象範囲、各種条件は記載の内容と異なることがあります。詳しくは該当金融機関の窓口にお問い合わせください。
（出所）各機関HP公開情報と電話ヒアリングより山田コンサル作成。
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金融機関名
日本政策金融公庫

国民生活事業 中小企業事業

融資条件

• 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1
または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
１．最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5％以上減少している方
２．業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して

5％以上減少している方

• （1）過去3ヵ月（最近1ヵ月を含む）の平均売上高
（2）令和元年12月の売上高
（3）令和元年10月から12月の平均売上高

通常、福祉医療機構の要件に該当する医療事業者や株式会社として
「医療・介護」サービスを提供する事業者は対象外であるが、コロナ緊急融資制度に限り可

• コロナ緊急融資であっても、
福祉医療機構の融資対象事業者は対象外
（医療法人、医療事業を展開する株式会社等）

対象 医療事業者は対象（現時点で従業員数などの制限なし） 医療事業者は対象外

融資限度額 8,000万円 3億円以内

金利

・基準利率(1.26%～1.65%)
・ただし、4,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9％(注)、4年目以降は基準利率

(注）一部の対象者については、基準利率-0.9％の部分に対して中小企業基盤整備機構から
利子補給を受けることにより、当初3年間が実質無利子となります。

• 基準金利1.36%～1.55%
（当初3年間0.9%削減）

• 4年目以降基準金利
（利下げ限度額）1億円

返済期間
設備：20年以内(据置5年以内）
運転：15年以内（据置5年以内）

（申込～実行）所要期間 1ヵ月程度

必要申込書

• 借入申込書
• コロナの影響による売上減少の申告書
• 最近２期分の確定申告書・決算書のコピー

（勘定科目明細書を含む）
• （新規のみ）履歴事項全部証明書か登記簿謄本
• 事業概要説明書（自己申告書）

• 借入申込書
• 法人の登記事項証明書
• 代表者個人の印鑑証明書
• 納税証明書
• 直近3期分の税務申告書・決算書
• 直近の売上高が把握できる資料（法人管理資料可）

既存借入返済を止めた場合
の融資の検討可否と条件

可

• 検討は可能だが、審査ハードルは高い。
• 新規取引の場合は、他行の返済状況などを確認する追加書類が必要。

福祉医療機構との併用
福祉医療機構の行っている新型コロナウィルス感染症の影響による融資
については、福祉貸付事業・医療貸付事業共に併用不可。

その他
審査ポイント

• 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする
• 設備資金および長期運転資金への使用用途であること

問合せ先 日本政策金融公庫各支店窓口 0120 -154 -505  （平日 9時～ 17 時）

情報更新
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金融機関名
商工中金

中小企業 中堅企業

融資条件

• 新型コロナウイルス感染症の影響を受け一時的な業況悪化を来たし、次の①又は②
のいずれかに該当し、かつ、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる

①直近１カ月の売上高が、前年又は前々年の同期比５％以上減少している
②業歴が3カ月以上1年1カ月未満の場合や、店舗増加や合併、業種転換等により

前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等で、直近1カ月の売上高が次の
いずれかと比較して５％以上減少している

〔a.過去３カ月(直近1カ月を含む)の平均売上高 b.令和元年12月の売上高
c.令和元年10～12月の平均売上高 〕

対象
• 従業員（常勤職員）300名以下の医療法人、社会福祉法人、他医療事業を営む法人、

株式会社など幅広く該当
• 従業員（常勤職員）301名以上の医療法人、社会福祉法人、

他医療事業を営む法人、株式会社など幅広く該当

融資限度額
• 元高（貸出累計）：20億円以内
• 残高：6億円以内

• 上限なし（他の金融機関との協調融資が前提）
※コロナウイルス感染症による影響を受けた額に応じて、

審査にて判断

金利
• 基本は商工中金所定の利率

利子補給制度・特別利子補給制度あり（※次ページ参照）
• 商工中金所定の利率

利子補給制度・特別利子補給制度なし

返済期間
設備：20年以内(据置5年以内）
運転：15年以内（据置5年以内）

必要申込書

• （危機対応融資制度用の）借入申込書
• 商業登記簿謄本（写し）
• 直近3ヵ年分の決算書（写し）
• 直近の売上高が把握できる資料（試算表・売上帳など、法人内管理資料で対応可能）

既存借入返済を止めた
場合の融資の検討可否
と条件

可

• 既存返済を止めた場合（リスケジュールを行った場合）であっても、検討することは可能。
• ただし、審査については厳しく確認される可能性あり。
• 他行の返済状況やストップ条件を明示する必要がある

福祉医療機構との併用 可 （日本政策投資銀行との併用に関してのみ、融資上限がある。）

その他
審査ポイント

• コロナによる影響度合いと今後の見通しを法人管理資料で対応可能だが詳細なものが必要

問合せ先
セーフティネット資金等の相談窓口 （03-6695-6590）

※要件の対象範囲、各種条件は記載の内容と異なることがあります。詳しくは該当金融機関の窓口にお問い合わせください。
（出所）各機関HP公開情報と電話ヒアリングより山田コンサル作成。

情報更新
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政府系金融機関 制度融資一覧（商工中金 2/2）

各種制度融資について（医療・介護業向け要件整理）

 中小企業向け融資制度のみ、利子補給制度、特別利子補給制度が設けられている。

①商工中金所定の利率が日本公庫の基準金利（1.11％（※1））を上回
る場合は、残高6億円までの全額について、借入期間中にわたり、
日本公庫の基準利率（同上）までの利子補給がある。

日本公庫の
基準利率

①

②

商工中金
所定の利率

★別途、「特別利子補給制度」により、一定の要件（売上減少：中小企
業▲20%以上、小規模事業者▲15%以上など）を満たす方は、残高2
億円まで、当初3年間は、金利0％となるまでの利子補給を受けること
ができる。（4年目以降は利子補給金の請求この利子補給はない。）

※に係る具体的な手続きや、利子補給金の返還方法等の詳細につ
いては、中小企業庁ホームページで公表されています。

https://www.smrj.go.jp/news/2020/riho.html

②元高2億円の借入残高に対して、当初3年間は0.9％の利子補給が

あり、0.21%となる。（4年目以降はこの利子補給はない。）

0％

0.9%

[特別利子補給制度について]

1.11%
（※1）

0.21%

[利子補給制度について]

※ 1 日本公庫の基準利率1.11% (2020年7月1日現在) は、貸出期間5年の例示です。基準利率は、貸出期間により異なります。また、定期的な見直しによ
り変更される場合があります。

利子補給制度の概要（参考事例）

※要件が対象範囲、各種条件は記載の内容と異なることがあります。詳しくは該当金融機関の窓口にお問い合わせください。
（出所）各機関HP公開情報と電話ヒアリングより山田コンサル作成。 25
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政府系金融機関 制度融資一覧（日本政策投資銀行）

各種制度融資について（医療・介護業向け要件整理）

26
※要件の対象範囲、各種条件は記載の内容と異なることがあります。詳しくは該当金融機関の窓口にお問い合わせください。
（出所）日本政策投資銀行資料および電話ヒアリングにより山田コンサル作成。

金融機関名
日本政策投資銀行

中堅・大企業

融資条件

• 最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比し5％以上減少している又はこれと類似の状況にあること

• 中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること

対象
従業員（常勤職員）301名以上の医療法人、社会福祉法人、他医療事業を営む法人、株式会社など幅広く該当（商工中金に準ずる）

融資限度額
上限なし（他の金融機関との協調融資が前提）

金利
原則固定金利（一定の金利優遇あり）

返済期間
設備：20年以内(据置5年以内）
運転：15年以内（据置5年以内）

申込～実行
所要期間

2カ月程度を想定

福祉医療機構との併用 可 （商工中金との併用に関してのみ、融資上限がある。）

問合せ先

本店・支店の危機対応業務相談窓口
支店が不明な場合は、本店・代表電話相談窓口（0120-598-600または03-3270-3211)

※１ 事業を継続するにあたり現預金が不足している状態を意味する。

※中小企業向けの制度融資情報は割愛。

※類似の状況
• 主要な部門or子会社等も対象に、最近1カ月or四半期の売上高、利益or現預金水準が5%以上減少しているもの
• ただし、現預金水準の減少については真に運転資金がひっ迫しているものに限る（※１）
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制度融資一覧（信用保証協会）

各種制度融資について（医療・介護業向け要件整理）
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※ 1 医療関連の指定業種は一般病院、精神科病院、有床診療所、無床診療所、歯科診療所、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所。介護関
連は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、通所・短期入所介護事業、訪問介護事業、グループホーム、有料老人ホーム、その他の老人福祉・介護事業、居住
支援事業、その他の障害者福祉事業、他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業

※ 2 時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と 売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可

管轄 信用保証協会

制度名
既存制度

セーフティネット4号 セーフティネット5号（※1） 危機関連保証

対象 従業員数300人以下の医療法人等（医療法人、及び医業を主たる事業とする社会福祉法人、財団法人又は社団法人等）

要件 ・売上高が前年同月▲20%以上
・売上高（直近3ヵ月）が前年同月比

▲5％以上（見込み算出可）(※2）

・売上高（直近1ヵ月）が前年同月比
▲15％以上

・売上高（その他2か月間を含む3ヵ月
間）が前年同月比▲15％以上見込

融資限度額
普通保証2億円
無担保保証8,000万円
（危機関連保証併用可）

セーフティネット4号と別枠で、同枠（2億8,000万）の保
証限度額
（セーフティネット4号との併用可）

普通保証2億円
無担保保証8,000万円
（セーフティ併用可）

融資期間 - - -

金利 金融機関による 金融機関による 金融機関による

保証 100％保証 80％保証 100%保証

その他特徴

・普通保証は原則有担保（審査による）
・普通保証、無担保保証合計で2.8億円まで利用可
・申請には所在市区町村の「認定書」が必要
・（危機関連保証取扱期間）令和2年2月1日から令和3年1月31日

政府系金融機関
との併用

・福祉医療機構 可
・商工組合中央金庫 可
・日本政策金融公庫 可

申し込み先
➀本店等所在地の市区町村（商工担当課等）で認定を受けたのち、
➁希望の金融機関又は信用保証協会に認定書を持参のうえ融資申し込み

※要件の対象範囲、各種条件は記載の内容と異なることがあります。詳しくは該当金融機関の窓口にお問い合わせください。
（出所）経済産業省等資料および電話ヒアリングより山田コンサル作成。
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医療業界における新型コロナウイルス感染症に対する制度動向
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新型コロナウイルス感染症対策関係 二次補正予算における医療機関支援概要

補助金制度
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 新型コロナ感染症の事態長期化・次なる流行の波に対応するため、第二次補正予算が6月12日に国会成立となり、新型コロナ対応を
行う医療機関に対する支援と併せて、その他の医療機関に対する支援を実施する。

一次補正予算での対応 → 医療提供体制整備等の緊急対策 二次補正予算での対応 → 事態長期化・次なる流行の波への対応

（出所）厚生労働省（新型コロナウイルス感染症に伴う医療関連の支援について）より山田コンサル作成。

①新型コロナ緊急包括支援交付金の増額及び対象拡大 （全額国費負担により措置）
（医療）16,279億円、（介護）6,091億円

・既存の事業メニューについて、事態長期化・次なる流行の波への対応として増額 3,000億円
※ このほか、一次補正の都道府県負担分（1,490億円）を国費で措置

・ 新規の事業メニューとして、以下の事業を追加 11,788億円
① 重点医療機関（新型コロナ患者専用の病院や病棟を設定する医療機関）の病床確保等
➁ 新型コロナウイルス感染症の重点医療機関等における設備整備の支援
➂ 患者と接する医療従事者等への慰労金の支給
④ 新型コロナ疑い患者受入れのための救急･周産期･小児医療機関の院内感染防止対策
⑤ 医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援

②診療報酬の特例的な対応 （二次補正とは別途の措置）
・ 重症･中等症の新型コロナ患者への診療の評価の見直し（３倍に引き上げ）
・ 重症･中等症の新型コロナ患者の範囲の見直し（医学的な見地から引続き管理が必要な者
を追加）等

③マスク､ガウン､フェイスシールド、手袋等の確保、医療機関等への配布 4,379億円
※ この他、新型コロナウイルス感染症対策予備費により1,680億円を措置

④PCR等の検査体制のさらなる強化
・ 地域外来・検査センターの設置、研修推進、ＰＣＲ・抗原検査の実施 366億円
・ PCR検査機器の整備、相談センターの強化 〔新型コロナ緊急包括支援交付金の内数〕
・ 検査試薬・検査キットの確保 179億円
・ 抗体検査による感染の実態把握 14億円 等

⑤福祉医療機構の優遇融資の拡充等 貸付原資として1.27兆円を財政融資

・ 貸付限度額の引上げ
・ 無利子・無担保融資の拡大
・ 6月の資金繰り対策としての診療報酬の概算前払い（申請は6月5日が期限）

①新型コロナ緊急包括支援交付金の創設（国費1490億円)
・ 診療報酬では対応が困難な、空床確保、宿泊療養の

体制整備、応援医師等派遣などを支援

②診療報酬の特例的な対応 （一次補正とは別途の措置）
・ 重症の新型コロナ患者への一定の診療の評価を2倍に

引き上げ・ 医療従事者に危険手当が支給されることを
念頭に、人員配置に応じて診療報酬を引き上げ

・ 一般の医療機関でも、新型コロナ疑い患者に感染予防
策を講じた上で診療を行った場合に特例的な評価

等

③マスク、ガウン、フェイスシールド、消毒用エタノール等
の確保、医療機関への配布、人工呼吸器の輸入･国内
増産による確保

④福祉医療機構の優遇融資の拡充
・ 償還期間の更なる延長（10年→15年）
（予備費（第二弾）で措置）
・ 貸付限度額の引上げ （病院：貸付対象外→7.2億円、

診療所300万円→4000万円）
・ 無利子・無担保融資の創設 （利子・担保あり→無利子枠

：病院1億円、診療所4000万円、無担保枠：病院3億円、
診療所4000万円） 等

（注釈）補正予算成立後、本年4月に溯って適用され、実施主体は都道府県となる。（市区町村事業は間接補助）

最新情報は厚労省ホームページ参照
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 新型コロナウイルス感染症の重点医療機関の体制整備
重点医療機関（新型コロナウイルス感染症患者専用の病院や病棟を設定する医療機関）において、新型コロナウイルス感染症患者の受け入れ体制を
確保するため、病床確保料を補助することにより、適切な医療提供体制を整備する。

 診療報酬上の特例的な対応
重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の増加に対応可能な医療体制の構築に向けて、患者の診療に係る実態等を踏まえ、特例的対応を行う。

国民の健康と安心につなげるための医療機関・医療従事者支援策（令和2年8月3日時点）

補助金制度

30

（出所）厚生労働省（国民の健康と安心につなげるための医療機関・医療従事者支援策のご案内）より山田コンサル作成。

コロナ下での診療の継続を確保するために（資金繰り・感染拡大防止）

新型コロナウイルス感染症の患者を受け入れたときに

医療従事者の皆様の懸命な努力に応えるために

 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業
医療機関等で働く医療従事者や職員に対し、心からの感謝の気持ちとともに慰労金を給付

 福祉医療機構の優遇融資
経営状況の悪化等により事業継続に支障が生じている医療機関等に対する福祉医療機構の 優遇融資については、今般の新型コロナウイルス感染症
の対応として、融資対象・貸付限度 額・無利子枠・無担保枠・償還期間（据置期間）について、特例措置を設けて実施する。

 救急･周産期･小児医療機関の院内感染防止対策
救急･周産期･小児医療機関において、新型コロナ疑い患者が受診した場合に、外来診療や必要に応じて入院診療を行うことができるよう、新型コロナ
疑い患者の受入れのための院内感染防止対策を支援する。

医療機関･薬局等における感染拡大防止等支援事業
新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対して、感染拡大防止対策や
診療体制確保などに要する費用を補助する。
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（出所）厚生労働省（国民の健康と安心につなげるための医療機関・医療従事者支援策のご案内）より山田コンサル作成。

問い合わせ及び申請は各都道府県の窓口まで

 救急･周産期･小児医療機関において、新型コロナ疑い患者が受診した場合に、外来診療や必要に応じて入院診療を行うことができる
よう、新型コロナ疑い患者の受入れのための院内感染防止対策を支援。

■対象医療機関

■①設備整備等の補助

新型コロナ疑い患者の診療を行う救急・周産期・小児医療機関

※ 救命救急センター、二次救急医療機関、周産期母子医療センター、小児中核病院、小児地域医療センター、小児地域支援病院等
※ 新型コロナ疑い患者の診療を行う医療機関として都道府県において調整・登録

簡易陰圧装置、簡易ベッド、簡易診察室、HEPAフィルター付き 空気清浄機、HEPAフィルター付きパーテーション、個人防護具、
消毒経費等

■②支援金の支給

感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用について、以下の額を上限として実費を補助

病床数 上限額

99床以下 2,000万円

100床以上 3,000万円

100床ごとに 1,000万円を追加

（補助対象経費）
・ 感染拡大防止対策に要する費用
・ 院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するため

の診療体制確保等に要する費用
（｢従前から勤務している者及び通常の医療 の提供を行う者に係る人件費｣は
対象外）
※ 経費の例（例示であり、これに限られるものではない）
清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、
個人防護具の購入 等※ 新型コロナ患者の入院受入れ医療機関に対する上記の額へ

の加算 1,000万円

※新型コロナウイルス感染症対策予備費により救急･周産期･小児医療機関は「インフルエンザ流行期に感染症疑い患者を
受け入れる救急医療機関等の支援」が追加されました（P54参照）。
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（出所）厚生労働省（国民の健康と安心につなげるための医療機関・医療従事者支援策のご案内）より山田コンサル作成。

問い合わせは新型コロナ緊急包括支援交付金コールセンターまで

 新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・ 診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対して、感染
拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用を補助。

■補助上限額

■補助対象機関

■申請受付及び給付開始日
7月下旬頃申請開始 ・8月下旬頃振込開始 ※都道府県により異なる

新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組※を行う病院・医科(歯科)診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所
※ 取組の例（例示であり、これに限られるものではない）
①共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備 ②新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないための動線の確保
③電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保 ④医療従事者の感染拡大防止対策

■補助対象経費

・感染拡大防止対策に要する費用
・院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供する ための診療体制確保等に要する費用
（｢従前から勤務している者及び 通常の医療の提供を行う者に係る人件費｣は対象外）
※ 経費の例（例示であり、これに限られるものではない）：清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入 等

病院（医科、歯科） 200万円＋5万円×病床数

有床診療所（医科、歯科） 200万円

無床診療所（医科、歯科） 100万円

薬局、訪問看護ステーション、助産所 70万円

■補助対象経費（全国の標準的なモデルの場合）

・各都道府県の国民健康保険団体連合会に原則オンラインで申請
※ 令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象。
※ 支出済みの費用だけでなく、申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算額で申請することも可能。(新型コロナ患者の受入れは要件ではない）
※ 各都道府県によって申請窓口が異なる場合がある。

概算申請可

次ページ参照

一般、療養、精神、感染症、結核含む
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医療機関･薬局等における感染拡大防止等支援事業 2/2

補助金制度 問い合わせは新型コロナ緊急包括支援交付金コールセンターまで

■経費の事例（例示であり、これに限られるものではありません）

（出所）京都府
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（出所）厚生労働省（国民の健康と安心につなげるための医療機関・医療従事者支援策のご案内）より山田コンサル作成。

 重点医療機関（新型コロナウイルス感染症患者専用の病院や病棟を設定する医療機関）において、新型コロナウイルス感染症患者の
受け入れ体制を確保するため、病床確保料を補助することにより、適切な医療提供体制を整備する。

■事業内容

■病床確保料の上限額及び要件

新型コロナウイルス感染症患者対応のため、重点医療機関として病床を整備した医療機関に対し、患者の迅速な受入体制確保の
観点から、 患者を受け入れていない病床に対する病床確保料として、相当額を補助する。

要件 病床確保料の上限額

重
点
医
療
機
関

• 都道府県が指定
• 病棟単位で新型コロナウイルス感染症患者あるいは疑い患者用の病床を確保
• 確保しているすべての病床で、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能
※看護体制の１単位をもって病棟として取り扱う。

ＩＣＵ
１床当たり301,000円／日

ＨＣＵ
１床当たり211,000円／日

上記以外の病床
１床当たり 52,000円／日

協
力
医
療
機
関

• 都道府県が指定
• 新型コロナウイルス疑い患者専用の個室を設定して、新型コロナウイ ルス疑い患者を受け入れるた
めの病床を確保
• 確保しているすべての病床で、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能
• 受け入れるための病床は個室であり、トイレやシャワーなど他の患者と独立した動線を確保
• 必要な検体採取が可能

上
記
以
外

• 対象施設は新型コロナウイルス感染症患者等を入院させる医療機関
• 対象病床は新型コロナウイルス感染症患者等の入院のために確保する ものとして都道府県

等が厚生労働省に協議した病床

※ 重点医療機関又は協力医療機関以外の医療機関の病床確保料についても、令和２年４月１日から適用する。

問い合わせ及び申請は各都道府県の窓口まで

※上記内容は新型コロナウイルス感染症対策予備費により上限額が引き上げられました（P43参照）。
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（出所）厚生労働省（「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）の実施に当たっての取扱いについて」令和2年6月16日）

より山田コンサル作成。

 重点医療機関（新型コロナウイルス感染症患者専用の病院や病棟を設定する医療機関）等において、新型コロナウイルス感染症患者
に高度かつ適切な医療を提供するために必要な設備整備を支援することにより、新型コロナウイルス感染症に係る医療提供体制を整
備する。

■事業内容

■整備対象設備

重点医療機関等が行う高度医療向け設備の整備を支援する。

整備対象設備 病床確保料の上限額

超音波画像診断装置

血液浄化装置

気管支鏡

CT撮影装置 等（画像診断支援プログラムを含む）

生体情報モニタ

分娩監視装置

新生児モニタ

1台当たり 11,000,000 円

1台当たり 6,600,000 円

1台当たり 5,500,000 円

1台当たり 66,000,000円

1台当たり 1,100,000円

1台当たり 2,200,000円

1台当たり 1,100,000円

問い合わせ及び申請は各都道府県の窓口まで
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（出所）厚生労働省（国民の健康と安心につなげるための医療機関・医療従事者支援策のご案内）より山田コンサル作成。

問い合わせは各都道府県の地方厚生局事務所まで

 重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の増加に対応可能な医療体制の構築に向けて、患者の診療に係る実態等を踏まえ、
特例的対応を行う。

■重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療の評価の見直し（＊１）

■重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の範囲の見直し

 重症の新型コロナウイルス感染症患者について、特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院している場合の
評価を３倍に引き上げる。
※ 例：特定集中治療室管理料３（平時）9,697点 →   臨時特例（２倍）19,394点 →   更なる見直し（３倍）29,091点

 中等症の新型コロナウイルス感染症患者について、救急医療管理加算の３倍相当（2,850点）の加算を算定できることとする。
.

＊１ 専用病床の確保などを行った上で新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関であること。

 重症患者の対象範囲について、医学的な見地からＩＣＵ等における管理が必要な患者を追加する。
 中等症患者の対象範囲について、医学的な見地から急変に係るリスク管理が必要な患者（＊２）を追加する。

. .

＊2 免疫抑制状態にある患者の酸素療法が終了した後の状態など、急変等のリスクを鑑み、 宿泊療養、自宅療養の対象とすべきでない者を想定。

■長期・継続的な治療を要する新型コロナウイルス感染症患者に 対する診療の評価

 中等症患者のうち、継続的な診療が必要な場合には、救急医療管理加算の３倍相当の加算について、15日目以降も算定できる
こととする。

 新型コロナウイルス感染症から回復した患者について、転院を受け入 れた医療機関への評価を設ける。

■疑似症患者の取扱いの明確化

 新型コロナウイルス感染症の疑似症として入院措置がなされている期間については、今般の新型コロナウイルス感染症患者に対
する特例的な取扱いの対象となることを明確化する。

※救急医療管理加算は新型コロナウイルス感染症対策予備費により診療の評価が見直されました（P42参照）。
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（出所）厚生労働省（国民の健康と安心につなげるための医療機関・医療従事者支援策のご案内）より山田コンサル作成。

 新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から 役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者
や職員（※）に対し、慰労金として最大20万円を給付。 ※ 医療従事者や職員には、派遣労働者、業務委託受託者の従事者を含む。

 その他病院、診療所等に勤務し患者と接する医療従事者や職員にも、 慰労金として５万円を給付。

■事業内容

■給付対象：給付金額（給付対象･給付金額を医療機関等の判断変更不可）

都道府県から役割を設定された医療機関等に 勤務し患者と接する医療従事者や
職員（※2）

実際に、新型コロナウイルス感染症患者に診療等を
行った医療機関等である場合

上記以外の場合

その他病院、診療所、訪問看護ステーション、 助産所に勤務し患者と接する医療
従事者や職員（※2） 1人5万円

＊実際に新型コロナウイルス感染症患者に初めて診療等行った日以降に勤務していない場合には10万円

＊実際に新型コロナウイルス感染症の入院患者を受け入れている場合には20万円

※対象期間（当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者１例目発生日又は受入日（新型コロナウイルスに関連したチャーター便及び
クルーズ船｢ダイヤモンドプリンセス号｣から患者を受け入れた日を含む。）のいずれか早い日（岩手県は、緊急事態宣言の対象地域とされた4/16）
から6/30までの間）に10日以上勤務した者が対象。

※複数の事業所で勤務した場合は合算して計算する。

1人20万円

1人10万円

＊

■申請受付及び給付開始日

・7月下旬頃申請開始、8月下旬頃振込開始 ※都道府県により異なる

問い合わせは新型コロナ緊急包括支援交付金コールセンターまで
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新型コロナウイルス感染症に対応した医療機関等への更なる支援

 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる医療機関の安定的な経営を図るとともに、インフルエンザ流
行期に備えた医療提供体制を確保する等のため、新型コロナウイルス感染症対策予備費等を活用して、
次の①～③の観点から支援を実施。

38
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新規掲載
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② インフルエンザ流行期に感染症疑い患者を受け入れる救急医療機関等の支援 ・ 都道府県の登録に基づき発熱した救急患者等の新型コロナウイルス
感染症疑い患者を受け入れて診療を行う救急・周産期・小児医療機関に対する支援を行う。

新型コロナウイルス感染症対策予備費による医療機関等への更なる支援
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39（出所）厚生労働省（新型コロナウイルス感染症対策予備費による医療機関等への更なる支援（概要））より山田コンサル作成。

新型コロナウイルス感染症患者の病床・宿泊療養体制の整備

新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる特定機能病院等の診療報酬・病床確保料の引上げ

医療資格者の労災給付の上乗せを行う医療機関への補助

 新型コロナウイルス感染症への対応を行う医療機関において、勤務する医療資格者が感染した際に労災給付の上乗せ補償を行う民間保険に加入した
場合に、保険料の一部を補助する。

 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を増額し、10月以降分の病床や宿泊療養施設を確保するための経費を補助する。

P55

P42

P46

 新型コロナウイルス感染症患者の入院に係る診療報酬の更なる引上げを特例的に行う。また、緊急包括支援交付金を増額し、手厚い人員で対応する
特定機能病院等である重点医療機関の病床確保料等を引き上げる。

インフルエンザ流行期への備え

① インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援
・ 都道府県の指定に基づき専ら発熱患者等を対象とした外来体制をとる医療機関について、体制確保のための補助を行う。また、発熱患者の電話による

相談を受ける医療機関等に対して、相談に要する費用を補助する。
・ 新型コロナウイルス感染症患者の入院に係る診療報酬の更なる引上げを特例的に行う。また、緊急包括支援交付金を増額し、手厚い人員で対応する

特定機能病院等である重点医療機関の病床確保料等を引き上げる。

※ 現下の状況に対応した地域の医療提供体制を維持・確保するための取組み・支援については、感染状況や地域医療の実態等を踏まえ、類型ごとの
医療機関等の経営状況等も把握し、そのあり方も含め、引き続き検討する。

（参考）その他の支援
① 医療機関の資金繰り支援等
 福祉医療機構の無利子・無担保融資等の拡充

・ 前年から一定以上減収している医療機関の貸付限度額及び無利子・無担保融資上限を引き上げる。
 地域経済活性化支援機構（REVIC）と福祉医療機構との連携・協力による事業再生支援

② 患者の受診促進
・ 必要な受診や健診・予防接種の促進の広報等を行う

新規掲載
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（出所）厚生労働省（新型コロナウイルス感染症対策予備費による医療機関等への更なる支援（概要））、

地域経済活性化支援機構及び福祉医療機構へのヒアリングにより山田コンサル作成。

 WAMのこれまでの取組み及びREVICの経営ノウハウ提供等の支援の取組みを双方の連携・協力の下で実施することに
より、地域の医療・福祉サービスの提供体制の維持・強化を図ることを目的。

■創設目的

 経営状況が厳しくなっている医療機関や福祉施設等に対して、WAM及びREVIC双方が連携・協力しながら、金融支援や
経営支援を行うことを通じて、医療提供体制、福祉サービスの提供体制の維持・強化に向けた取り組みを支援する。

■支援内容

（イメージ図）

地域経済活性化支援機構
（REVIC）

• 地域経済の活性化
• 事業再生支援

（地域医療構想に応じた病床数調整、
稼働率改善施策、経営人材の投入 等）

• ファンドの組成、運営
• 専門家派遣
• 債権者調整（債権調整、債券放棄・・・etc）

福祉医療機構
（WAM）

• 医療施設等への貸付
• 医療施設等への貸付に関する条件緩和
• 医療施設等への経営指導
• 福祉保健医療情報の提供

連携・協力

（注釈）当該プロジェクトに関する支援内容については、個別案件によって異なります。

 連携協定締結日 2020年8月28日 ※1年間の予定であるがプロジェクト延長が前提

■実施期間

 機構同士の独自の取り組みであり、連携協定に関する経費には、厚労省及び内閣府より予算割振りはない

 原則双方における既存顧客や対象先に適応されるが、医療施設等からの申し込みも可能

■その他

REVICの計画で
調達条件緩和？

まだ実績なし

新規掲載
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コロナ患者対応・非対応に関わらず対象 コロナ患者対応の医療機関のみ対象

二次補正予算

・新型コロナ緊急包括支援交付金

-新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業

11,788億円

（新規事業の
追加）の予算

の一部

・新型コロナ緊急包括支援交付金
-新型コロナウイルス感染症対策事業
-新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備

事業
-帰国者・接触者外来等設備整備事業
-感染症検査機関等設備整備事業
-医療機関における新型コロナウイルス感染症の外国人患

者受入れのための設備整備事業
-新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業
-新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業
-新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救

急・周産期・小児医療体制確保事業

11,788億円

（新規事業
の追加）の

予算
＋

3,000億円

（既存事業
の増額）の
予算から

・医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業

-マスク､ガウン､フェイスシールド、手袋等の確保、
医療機関等への配布

-福祉医療機構の優遇融資の拡充

4,379億円

365億円

予備費

・インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制
確保支援（インフルエンザ流行期への備え）
-インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来
診療・検査体制確保事業

-インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の電話相
談体制整備事業

-新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口設置
事業

2,068億円

35億円

52億円

・新型コロナウイルス感染症患者の病床・宿泊療養体制
の整備

・新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる特定機能
病院等の診療報酬・病床確保料の引上げ

・インフルエンザ流行期に感染症疑い患者を受け入れる
救急医療機関等の支援（インフルエンザ流行期への備
え）

・医療資格者の労災給付の上乗せを行う医療機関への
補助

7,394億円

1,679億円

682億

10億円

・医療機関の資金繰り支援等
-福祉医療機構の無利子・無担保融資等の拡充
-地域経済活性化支援機構（REVIC）と福祉医療機構との

連携・協力による事業再生支援(既存経費により対応)
※特に追加の予算が割り振られたわけではなくメニューとし
て拡充

-

新規掲載
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新型コロナウイルス感染症患者の受入れに係る診療報酬の特例的な対応
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 新型コロナウイルス感染症入院患者の受入れについて、呼吸不全管理を要する中等症以上の患者に対する診療及び管理の実態等
を踏まえ、特例的に以下の対応を行うこととする。

（出所）厚生労働省（新型コロナウイルス感染症対策予備費による医療機関等への更なる支援（概要））より山田コンサル作成。

新規掲載
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■事業目的

■拡充目的

重点医療機関（新型コロナウイルス感染症患者専用の病院や病棟を設定する医療機関）において、新型コロナウイルス感染症患者
の受け入れ体制を確保するため、病床確保料を補助することにより、適切な医療提供体制を整備する。

 緊急包括支援交付金を増額し、手厚い人員で対応する特定機能病院等である重点医療機関の病床確保料について、診療報酬
の引上げに合わせるとともに、特定機能病院入院基本料等を踏まえて引き上げる。

※ 特定機能病院と同程度に新型コロナの重症患者を受け入れている病院についても、特定機能病院と同様に病床確保料を
引き上げる。

（ECMOによる治療を行う患者が延べ3人以上の月又は人工呼吸器による治療を行う患者が延べ10人以上の月がある医療機関）
 特定機能病院等以外の重点医療機関の病床確保料について、診療報酬の引上げに合わせて引き上げる。
※ 4月1日に溯って適用

（出所）厚生労働省（新型コロナウイルス感染症対策予備費による医療機関等への更なる支援（概要））より山田コンサル作成。

緊急包括支援交付金の増額

新規掲載
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院内感染により実質的に専用病棟となっている医療機関について、重点医療機関とみなしてよい
ですか？
• 院内感染の発生により、病棟全体や病院全体が実質的に重点医療機関の要件を満たすよう

な医療機関については、都道府県が厚生労働省と協議して重点医療機関と認めた場合は、都
道府県が認めた期日に遡及して、都道府県が認めた期間に限り指定されたものとみなして、
重点医療機関の空床確保の補助の対象として差し支えありません。

感染症指定医療機関が重点医療機関に指定された場合、感染症病床は本事業の病床確保の対
象となりますか？

• 感染症指定医療機関が重点医療機関として指定された場合、感染症病床も本事業の病床確
保の対象となります。

• なお、本事業により新型コロナウイルス感染症に係る病床確保を行っている期間は、医療施設
運営費等補助金の対象とはなりません。医療施設運営費等補助金の交付申請に当たっては、
本事業の対象とした期間は差し引くことになります。

「準備病床」は病床確保の補助の対象となりますか？

• 「今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について」（令和2年6月19日
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）による「準備病床」について、
次のフェーズへの移行に向けて都道府県の要請により「即応病床」への転換を始めた場合、そ
の準備のための空床に係る期間については、病床確保の補助の対象となります。

新規掲載
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重点医療機関と協力医療機関について、それぞれの要件を満たす場合、同時に指定することは
可能ですか？

• 重点医療機関の要件を満たし、かつ、協力医療機関の要件も満たす場合、当該医療機関に対
して両方の指定をすることは差し支えありません。

• なお、一つの病床について、重点医療機関と協力医療機関を重複して補助対象とすることは
できません。

補助上限額が病床区分によって異なるが、ICU、HCU の病床確保料は、具体的にどのような病床
が対象となりますか？

• 以下の入院料を算定している病床は、ICU の病床確保料となります。

救命救急入院料１～4、特定集中治療室管理料１～4、総合周産期特定集中治療室管理料
（母体・胎児）、総合周産期特定集中治療室管理料（新生児）、新生児特定集中治療室管理料１～2、
小児特定集中治療室管理料

• 以下の入院料を算定している病床は、HCU の病床確保料となります。

ハイケアユニット入院医療管理料１～2、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、新生児治療回復室
入院医療管理料

• なお、冠状動脈疾患集中治療室（CCU）については、算定している入院料によって病床確保料が異
なります。
※ 例えば、特定集中治療室管理料を算定している場合は ICU の病床確保料、ハイケアユニット

入院医療管理料を算定している場合は HCU の病床確保料
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■事業目的

■事業内容

インフルエンザ流行期に備え、多数の発熱患者等が地域で適切に相談･診療･検査を受けられる体制を整備するため、都道府県の指
定に基づき専ら発熱患者等を対象とした外来体制をとる医療機関に対する支援を行うなど、発熱外来診療体制の確保を図る。

① インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業
都道府県の指定を受けた診療･検査医療機関（仮称）が発熱患者等専用の診察室を設けて発熱患者等を受け入れる体制を
とった場合に、外来診療･検査体制確保に要する費用を補助する。

② インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の電話相談体制整備事業
受診･相談センターからの依頼を受けて、当該センターの代理的機能として、地域の発熱患者等の土日祝日や夜間の電話相
談業務を行う医療機関（都道府県の指定）に対して、電話相談業務の実施に必要な経費を補助する。

③ 新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口設置事業（受診･相談センターの拡充）
急に症状が悪化して夜間･休日に受診可能な医療機関を探す発熱患者等が相談する医療機関に迷った場合の相談先として、
最寄りの適切な医療機関の案内や必要に応じて受診調整を行う受診･相談センターの設置に必要な経費を補助する。

（出所）厚生労働省（新型コロナウイルス感染症対策予備費による医療機関等への更なる支援（概要））より山田コンサル作成。

緊急包括支援交付金の増額

国による直接執行

国による直接執行
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47（出所）厚生労働省（新型コロナウイルス感染症対策予備費による医療機関等への更なる支援（概要））より山田コンサル作成。

■事業目的

■事業内容

インフルエンザ流行期に備えて、多数の発熱患者等が地域の医療機関において適切に診療･検査を受けられる体制を整
備することにより、感染症対策の強化を図る。

※ 診療･検査医療機関(仮称)の指定期間中は、新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)及び新型コロナ
ウイルス感染症等情報把握･管理支援システム(HER-SYS)に必要な情報の入力を行うこと。

（都道府県等や地域の医療関係者における診療体制の整備）
・ 発熱患者等から相談を受けた際に、適切な医療機関を速やかに案内できるよう、診療･検査医療機関(仮称)とその対応時間等を、

地域の医療機関や受診･相談センター間で随時、情報共有。
・ その上で､診療･検査医療機関(仮称)から公表可能と報告のあった医療機関について､地域の医師会等とも協議･合意の上､公表す

る場合は､自治体のホームページ等でその医療機関と対応時間等を公表する等、患者が円滑に医療機関を受診できるよう更なる
方策を講じる｡

都道府県の指定を受けた診療･検査医療機関(仮称)が、発熱患者等専用の診察室（時間的･空間的分離を行い、プレハ ブ･簡易テン

ト･駐車場等で診療する場合を含む）を設けて、発熱患者等を受け入れる体制をとった場合に、外来診療･検査体制確保に要する費用
を補助する。

〔補助基準額〕13,447円×（受入時間に応じた基準患者数－実際の発熱患者等の受診患者数）

・ 基準となる患者数は、1日あたり20人を上限として、体制確保時間に応じて設定。
・ 実際の受診患者が上記基準より少ない場合に、その人数に応じて補助金を交付。

国による直接執行
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診療･検査医療機関（仮称）について、発熱患者等専用の診察室を設けた上で発熱患者等の診療
を行う以下のような医療機関も指定の対象となるのでしょうか？
① 発熱患者等の診療を行い、インフルエンザの検査を行うが、新型コロナの検査を地域外来･検
査センター等に依頼する医療機関
② 発熱患者等の診療を行い、インフルエンザの検査及び新型コロナの検査を地域外来･検査セ
ンター等に依頼する医療機関

• 診療･検査医療機関（仮称）は発熱患者等専用の診察室を設けた上で発熱患者等の診療を行
うものであり、ご質問の①・②の医療機関については、検査について依頼する地域外来･検査
センター等と連携体制がとれており、また、他の要件を満たす場合は、診療･検査医療機関（仮
称）の指定の対象となります。

診療･検査医療機関（仮称）としての対応時間は、週単位で固定する必要があるのでしょうか？

• 診療･検査医療機関（仮称）としての対応時間について、必ずしも週単位で固定する必要
はありませんが、都道府県・保健所設置市・特別区、受診･相談センター、地域の医療機関
間で情報共有し、発熱患者等に適切に診療･検査医療機関（仮称）を案内できるよう、事前に
都道府県に報告する必要があります。

48
（出所）厚生労働省「令和２年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金に関するＱ＆Ａ（第１版）」

についてより山田コンサル作成。
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診療・検査医療機関（仮称）が、発熱患者等専用の診察室を設けた上で、発熱患者等を受け入れ
る体制を確保した時間帯（診療・検査対応時間）に、他の疾患等の患者が来院した場合、同一の
医師が発熱患者等専用の診察室で、他の疾患等の患者の診療を行うことは可能でしょうか？

• 診療･検査医療機関(仮称)は発熱患者等専用の診察室を設けた上で発熱患者等の診療を行
うものであり、同室において他の疾患等の患者を受け入れることは、発熱患者等専用の診察

室とは言えず、指定の要件を満たさないことになるため、基本的に認められません。感染拡
大防止の観点からも、他の疾患等のかかりつけ患者が発熱患者等の診療･検査対応時間以
外の時間帯に来院するよう、当該時間帯をかかりつけ患者に明示することが推奨されます。

• ただし、発熱以外の急病患者が生じた場合等に、地域医療の実情等を踏まえ、やむを得
ず、同一の医師が発熱患者等専用の診察室で、他の疾患等の患者の診療を行うことが生じ得

ますが、こうした例外的な受入れの場合に限定して認められるものとします。その際も、動
線分離、消毒、換気等の感染防止措置を行うこととしてください。

• 同一の診察室で他の疾患等の患者の診療を行った場合は、発熱患者等を受け入れる体制が
それだけ減少していると考えられることから、他の疾患等の患者数を「発熱患者等の想定受診
患者数」から差し引いた人数を、同日の「発熱患者等の想定受診患者数」とします。

発熱患者等専用の診察室が複数あるとして申請するためには、具体的には、どのような体制が確
保できていればよいでしょうか。

• 空間的な分離を行った診察室が複数確保できており、かつ、複数の発熱患者等を同時に診療
できる人員体制（医師や看護師を含めて、一人の発熱患者等の診療に必要な職員体制が複
数あること）が確保できていればよいとします。

49
（出所）厚生労働省「令和２年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金に関するＱ＆Ａ（第１版）」

についてより山田コンサル作成。
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診療・検査医療機関（仮称）が、発熱患者等専用の診察室を設けた上で、発熱患者等を受け入れ
る体制を確保した時間帯（診療・検査対応時間）に、他の疾患等の患者が来院した場合、同一の
医師が発熱患者等専用の診察室とは別の診察室で、他の疾患等の患者の診療を行うことは可能
でしょうか？

• 診療・検査対応時間において、発熱患者等が来院した際に速やかに診療できる体制をとった
上で、発熱患者等を担当する医師が発熱患者等専用の診察室とは別の診察室で、看護師の

専任体制を確保して、他の疾患等の患者の診療を行うことは可能ですが、動線分離、消毒、
換気等の感染防止措置を行うこととしてください。

• 発熱患者等を担当する医師が別の診察室で他の疾患等の患者の診療を行った場合は、発熱
患者等を受け入れる体制がそれだけ減少していると考えられることから、他の疾患等の患者
数に 1/2 を乗じた人数を「発熱患者等の想定受診患者数」から差し引いた人数を、同日の「発
熱患者等の想定受診患者数」とします。

発熱患者等のオンライン診療のみを行う医療機関も、診療・検査医療機関（仮称）として補助の対
象となるのでしょうか？

• 発熱患者等に対してオンラインでのみ診療を行い、対面で診療が必要になった場合は他の医
療機関を案内する医療機関は、発熱患者等専用の診察室（時間的・空間的分離を行い、プレ

ハブ・簡易テント・駐車場等で診療する場合を含む）を設けているとはいえないため、補助の
対象とはなりません。

• 一方、発熱患者等専用の診察室を設けて、対面で診療・検査を行う体制を確保している診療･
検査医療機関（仮称）が、その診療･検査対応時間に発熱患者等のオンライン診療を行った場
合には、当該患者数も「実際の受診患者数」に加えて外来診療・検査体制確保料を算定します。

50
（出所）厚生労働省「令和２年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金に関するＱ＆Ａ（第１版）」

についてより山田コンサル作成。
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■施設概要

・令和2年10月1日（木）～10月31日（土）の間、「診療・検査医療機関（仮称）」として指定を受け、かつ発熱患者等を受け入れる体
制を確保している。

・発熱患者等のための診察室は、診察室aと診察室bの２室を以下のとおり確保し、運用することを見込んでいる。
・「自院のかかりつけ患者及び自院に相談のあった患者である発熱患者等のみを受け入れる」施設ではない。
・体制確保にあたり、本補助金以外に、寄附金その他の収入はない。

受入体制を確保する日程・時間 １日あたりの受診者数（見込み）

診察室a ・月、火、水、金は１日７時間確保する
・土は１日４時間確保する

・月、火、水は１日１２人を想定
・金は１日２５人を、土は１日１５人を想定

診察室b ・水は１日４．５時間確保する
・金は１日７時間確保する

・水、金いずれも１日８人を想定

■体制確保料の発生の有無の検討

１日あたりの基準患者数
（①）

１日あたりの受診者数（見込み）
（②）

体制確保料の発生の有無（①ー②）
※①－②＞０であれば体制確保料が発生する

月曜日～水曜日 ２０人÷７時間×７時間＝２０人 １２人 有（２０人ー１２人＞０人）

金曜日 ２０人÷７時間×７時間＝２０人 ２５人
無（２０人－２５人＜０人）
※基準患者数を超えて受診者数が見込まれている状態

土曜日 ２０人÷７時間×４時間≒１１．４人 １５人
無（１１．４人－１５人＜０人）
※基準患者数を超えて受診者数が見込まれている状態

水曜日 ２０人÷７時間×４．５時間≒１２．９人 ８人 有（１２．９人ー８人＞０人）

金曜日 ２０人÷７時間×７時間＝２０人 ８人 有（２０人－８人＞０人）

診
察
室
a

診
察
室
b

参考事例

（出所）厚生労働省「令和２年度インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業」についてより
山田コンサル作成。

新規掲載
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■事業目的

■事業内容

受診・相談センターなど新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口の設置について支援を行うことにより、公衆衛生の向上を図る。

受診・相談センターなど新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口を設置する。

〔実施者〕
都道府県、保健所設置市、特別区

〔対象施設〕
・ 「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について」（令和２年２月１日厚生労働省医政局地域医療計画課・健康局結

核感染症課事務連絡）に基づき設置された帰国者・接触者相談センター

・ 「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」（令和２年９月４日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本
部事務連絡）に基づき設置された受診・相談センター

・ これに準じて今般の新型コロナウイルス感染症に対応するために新たに設置した相談窓口

〔対象経費〕
賃金、謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 等

（出所）厚生労働省（新型コロナウイルス感染症対策予備費による医療機関等への更なる支援（概要））より山田コンサル作成。

緊急包括支援交付金の増額

新規掲載
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■事業目的

■事業内容

インフルエンザ流行期において発熱した救急患者等の増加が見込まれる中、発熱や咳等の症状を有している新型コロナウイルス感
染症が疑われる救急患者等（以下｢新型コロナ疑い患者｣という）の診療を行う救急･周産期･小児医療機関の感染拡大防止対策等に
要する費用を補助することにより、インフルエンザ流行期に備えた医療提供体制の確保を図る。

インフルエンザ流行期に備え、都道府県の登録に基づき発熱した救急患者等の新型コロナ疑い患者を受け入れて診療を行う救急･
周産期･小児医療機関に対する支援を行う。

〔対象医療機関〕
新型コロナ疑い患者を診療する医療機関として都道府県に登録された救急医療･周産期医療･小児医療のいずれかを担う保険
医療機関
※ 救命救急センター、二次救急医療機関、総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センター、小児中核病院、小児地域医療センター、

小児地域支援病院等
※ 都道府県が作成する「新型コロナウイルス感染症疑い患者を診療する医療機関」のリストに記載され、都道府県内の患者受入れを調整する機能

を有する組織･部門及び消防機関にリストが共有されており、救急隊から新型コロナ疑い患者の受入れ要請があった場合には、一時的にでも当
該患者を受け入れること。ただし、受入れ患者の入院加療が必要と判断された場合、受入れ医療機関の空床状況等から、必ずしも当該医療機
関への入院を求めるものではなく、他院への転院搬送を行っても構わない。

※ 新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)及び新型コロナウイルス感染症等情報把握･管理 支援システ
ム(HER-SYS)に必要な情報の入力を行うこと。

〔補助基準額〕以下の額を上限として実費を補助
・ 許可病床199床以下 1,000万円
・ 許可病床200床ごとに 200万円を追加
・ 新型コロナ患者入院受入割当医療機関※の場合は上限額に1,000万円を追加
※ 重点医療機関、協力医療機関その他の都道府県が新型コロナ患者･疑い患者の入院受入れを割り当てた医療機関

〔対象経費〕令和2年9月15日から令和3年3月31日までにかかる感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用
(従前か ら勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く) 

（出所）厚生労働省（新型コロナウイルス感染症対策予備費による医療機関等への更なる支援（概要））より山田コンサル作成。

緊急包括支援交付金の増額

(インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急･周産期･小児医療機関体制確保事業) 新規掲載
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■事業目的

■事業内容

新型コロナへの対応を行う医療機関において、勤務する医療資格者が感染した際に労災給付の上乗せ補償を行う民間保険に加入し
た場合に、保険料の一部を補助することにより、医療資格者の収入面の不安等を解消して離職防止等につなげ、新型コロナ対応医
療機関の運営の安定を図る。

新型コロナへの対応を行う医療機関において、勤務する医療資格者が感染した際に労災給付の上乗せ補償を行う民間保険に加入し
た場合に、保険料の一部を補助する。

〔対象医療機関〕都道府県等の要請を受けて新型コロナへの対応を行う次の保険医療機関
① 重点医療機関、協力医療機関その他の都道府県が新型コロナ患者･疑い患者の入院受入れを割り当てた医療機関
② 帰国者･接触者外来、地域外来･検査センター、診療･検査医療機関（仮称）
③ 宿泊療養･自宅療養の新型コロナ患者に対するフォローアップ業務、受入施設での対応等に従事する医療資格者が勤務する

医療機関（③の場合、補助対象は、当該フォローアップ業務、受入施設での対応等に従事する医療資格者）
④ 地域外来･検査センターに出務する医療資格者が勤務する医療機関（④の場合、補助対象は、地域外来･検査センターに出務

する医療資格者）
※ 医療機関の事務の簡素化のため、国への補助金の申請や保険契約の申込等を委託することも可能。

〔対象者〕勤務する医療資格者

〔補助基準額〕年間の保険料の一部（2分の1）、1人あたり1,000円を上限

〔対象となる労災給付上乗せ補償保険〕

以下のアを満たす民間保険（ア及びイを満たすものを含む。）
※ 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に、契約を締結し、契約の始期があるもの。

ア 休業補償：被用者が業務において新型コロナウイルス感染症に罹患して休業し、労働基準監督署の労災認定を 受けた場合に、労
災給付の上乗せ補償を行う保険
イ 死亡補償又は障害補償：被用者が業務において新型コロナウイルス感染症に罹患して死亡し、又は障害が残り、 労働基準監督署
の労災認定を受けた場合に、死亡補償金又は障害補償金を給付する保険

（出所）厚生労働省（新型コロナウイルス感染症対策予備費による医療機関等への更なる支援（概要））より山田コンサル作成。

（新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業）

国による直接執行

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療
放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理
学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義
肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、管理栄養士、栄養
士若しくは精神保健福祉士又は当該医療機関において現に診療報酬
による評価の対象となっている看護補助者等

新規掲載
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（出所）厚生労働省（新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の実施に当たっての取扱い【令和2年4月30日事務連絡】）公開情報より山田コンサル作成。

対象事業 対象経費 基準額

新型コロナウイルス感染症
対策事業

病床確保料 ＩＣＵ内の病床を確保する場合 １床当たり 97,000 円/日
人工呼吸器を使用して重症患者を受け入れるために病床を確保する
場合１床当たり 41,000 円/日
上記以外の場合 １床当たり 16,000 円/日

宿泊施設借上げ費の室料 1室当たり 13,100 円/日

食費 1食当たり 1,500 円（飲料代及び配送費は除く）
1日当たり 4,500 円（飲料代及び配送費は除く）

新型コロナウイルス感染症
患者等入院医療機関設備
整備事業

初度設備費 1床当たり 133,000 円

人工呼吸器及び付帯する備品 1台当たり 5,000,000 円

個人防具服 1人当たり 3,600 円

簡易陰圧装置 1床当たり 4,320,000 円

簡易ベッド（※） 1台当たり 51,400 円

体外式硬膜型人工肺及び付帯する備品 1台当たり 21,000,000 円

簡易病室及び付帯する備品 実費相当額

（※）簡易ベッドは、テントやプレハブなど簡易な構造で、緊急的かつ一時的に設置するものであり、コロナ感染症患者等に入院医療を提供する病室を指す。

最新情報は各都道府県ホームページ参照
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対象事業 対象経費 基準額

帰国者・接触者外来等設備整備事業 HEPA フィルター付空気清浄機
（陰圧対応可能なものに限る）

1施設当たり 905,000 円

HEPA フィルター付パーテーション 1台当たり 205,000 円

個人防護具 1人当たり 3,600 円

簡易ベッド（※1） 1台当たり 51,400 円

簡易診療室及び付帯する備品 実費相当額

新型コロナウイルス重症患者を診療
する医療従事者派遣体制の確保事業

医師 1人1時間当たり 7,550 円

医師以外の医療従事者 1人1時間当たり 2,760 円

新型コロナウイルス感染症により休業
等となった医療機関に対する継続・再
開支援事業

HEPA フィルター付空気清浄機 購入額の 1/2（事業者負担が 1/2）
※購入額の上限は1台当たり 905,000 円、1施設当たりの上限は 2 台

消毒費用等 総事業費の 1/2（事業者負担が 1/2）
※総事業費の上限は１施設当たり 600,000 円

新型コロナウイルス感染症の外国人
患者受入れのための設備整備事業

・1施設当たり 1,083,000 円とし、入院を要する救急患者に対応可能な感染症指定医療機関等の場合は、
1 か所に限り 429,000 円を加算する。

（※1）簡易ベッドは、テントやプレハブなど簡易な構造で、緊急的かつ一時的に設置するものであり、コロナ感染症患者等に入院医療を提供する病室を指す。

（出所）厚生労働省（新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の実施に当たっての取扱い【令和2年4月30日事務連絡】）公開情報より山田コンサル作成。

最新情報は各都道府県ホームページ参照
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（出所）各機関HP公開情報より山田コンサル作成。

最新情報は厚労省他各機関ホームページ参照

対象 制度 給付・助成等の内容

全医療機関(病院職員)対象

事業活動の縮小などにより職員に対し一
時的に休業を行い雇用を維持

雇用調整助成金特例措置 1人1日15,000円を上限（4/1～)
中小企業で最大10/10を助成
※特例措置の期間：2020年12月31日まで

学校等休業助成金 小学校休業等対応助成金 ・休暇中に支払った賃金相当額
・日額上限15,000
※対象期間：2020年2月27日～12月31日まで

妊娠中の女性労働者が取得できる有給
の休暇制度

母性健康管理措置による休暇取得支
援助成金

2020年5月7日～2021年1月31日までの間に当該休暇を合計して5日間以
上取得させた事業主へ助成
有給休暇計5日以上20日未満：25万円/人
以降20日ごとに15万円加算（上限100万円/人）
※1事業所あたり20人まで

※申請期間：2020年6月15日～2021年2月28日まで

厚生労働省管轄の補助金・助成金（2次補正予算分）

厚生労働省管轄以外の補助金・助成金（2次補正予算分）

対象 制度 給付・助成等の内容

自らの事業のために占領する賃料の支払いがあり、5
月～12月の売上高で、1か月で前年同月比の50％減
少または連続する3か月の合計で前年同月比の売上
高が30％以上減少 等

家賃支援給付金
法人 ▶600万円
個人事業者▶300万円
※申請期間：2021年1月15日まで

売上50％以上減少 持続化給付金 法人 ▶200万円
個人事業者▶100万円
※申請期間：2021年1月15日まで

ITツールによる業務効率化 IT導入補助金 ソフトウェア費、導入関連費
ハードウェアレンタル費の補助
補助率最大3/4
補助額：30〜450万円
※申請期間：2020年12月末まで

予定通り1月で
終了の可能性
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交付申請の提出物になりますが、令和2年4月30日付け事務連絡において、「事業実施計画と併せて申請」とあるが、交付要綱で定める様式第1号の提出
は省略し、様式第2号の提出のみでよいか。また、手続は、都道府県が取り纏めの上、申請することになるが、その際、市区町村等からの間接補助に係る
申請を待たずに申請することは可能か。

・同日付けの文書の扱いとし、様式1号、2号の両方を提出する。
・交付金の申請にあたっては都道府県全体に係る事業計画を作成し、必要な額を申請する。間接補助の申請を待たずに、都道府県の申請をすることも
可能。

各事業に交付上限額は設定されているのか。事業実施計画に位置付ければ、各都道府県の全体額の中で執行することは可能か。

・各事業に交付上限額はない。また、事業実施計画に位置付けたそれぞれの事業について、各事業実施計画の中で執行して差し支えないが、実績報告に
あたっては、実施された事業毎に報告をお願いしたい。
・なお、令和2年度第一次補正予算で計上した事業は一つの事業実施計画にまとまっているが、令和２年度第二次補正予算で新規に計上した事業につい
ては、各事業で実施計画を分けることとしており、各事業実施計画の範囲内で調整することとなるため注意すること。

厚生労働大臣が認める者は、どのような機関を想定しているのでしょうか

・日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会、国立大学付属病院、独立行政法
人、医療法人等だが、前記に限定されるものではない。
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（出所）厚生労働省「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するＱ＆Ａ（第７版）」より抜粋し、山田コンサル作成。

実施者が都道府県以外の者の場合は、都道府県が間接補助を行うという仕組みを想定されているという理解でよいか。
その際、都道府県の１/２負担が発生し、予算措置の必要があるということでよいか。

・前段については記載のとおり。
・令和２年度第二次補正予算により、第一次補正予算による措置を含め、補助率10/10の国庫負担とすることとなったため、１/２の都道府県負担は発生し

ない。

「交付の決定までに行われた事業であっても本交付金の実施要綱に沿った事業であれば補助対象となる」とあるが、所謂、内示前着工、交付決定前着工を
していても差し支えないか。

・交付要綱、実施要綱に基づいた事業であれば、対象事業として扱って差し支えない。

感染症予防事業費等国庫負担（補助）金と重複する事業はどのように取り扱えばよいのか。

・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金と感染症予防事業費等国庫負担（補助）金を併用することはできないため、新型コロナウイルス感染症緊
急包括支援交付金として申請すること。
・なお、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金は、令和２年度第二次補正予算により、第一次補正予算による措置を含め、補助率10/10の国庫負
担とすることとなったため、1/2の都道府県負担は発生しない。
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（出所）中央社会保険医療協議会 総会（第459回）資料より山田コンサル作成。

• 新型コロナウイルス感染症患者の受入れに係る特例的な入院料の取扱いのうち、重症及び中等症の新型コ
ロナウイルス感染症患者の治療に係る評価が以下の通り変更となった。

最新情報は厚労省ホームページ参照

 重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療の評価

• 重症の新型コロナウイルス感染症患者について、特定集中治療室管理料等を算定する病棟に入院している場合の評
価を3倍に引き上げる。

• 中等症の新型コロナウイルス感染症患者について、救急医療管理加算の3倍相当(2,850点)の加算を算定できることと
する。→令和2年9月15日付で呼吸不全状態となる中等症Ⅱ以上の臨床像の患者についは、救急医療管理加算を
4,750点へ上乗せ（P51参照）

※ 専用病床の確保などを行ったうえで新型コロナウイルス感染症患者の受け入れを行う医療機関であること

項目（一部抜粋） 通常

救命救急入院料1 イ 3日以内の期間 10,223点

ロ 4日以上7日以内の期間 9,250点

ハ 8日以上14日以内の期間 7,898点

特定集中治療室管理料1 イ 7日以内の期間 14,211点

ロ 8日以上14日以内の期間 12,633点

特定集中治療室管理料3 イ 7日以内の期間 9,697点

ロ 8日以上14日以内の期間 8,118点

ハイケアユニット入院医療管理料 入院料1 6,855点

入院料2 4,224点

救急医療管理加算 救急医療管理加算1 950点

4月18日時点

20,446点

18,500点

15,794点

28,422点

25,266点

19,394点

16,236点

13,710点

8,448点

1,900点

変更後

30,669点

27,750点

23,691点

42,633点

37,899点

29,091点

24,354点

20,565点

12,672点

2,850点

令和2年9月15日付で5倍相当（4,750点）へ変更
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 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、特に重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の受入れにつ
いて、医療機関の体制の整備が必要であること等を踏まえ、重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患
者の診療等に対し、診療報酬算定において臨時・特例措置がとられた。

重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の範囲について

• 重症の新型コロナウイルス感染症患者には、人工呼吸器管理等を要する患者や、これらの管理
が終了した後の状態でも、特定集中治療室管理料等を算定する病棟における管理を要すると医
学的に判断される患者も範囲に含まれる。

• 中等症の新型コロナウイルス感染症患者には、酸素療法が必要な状態の患者のほか、免疫抑
制状態にある患者の酸素療法が終了した後の状態など、急変等のリスクに鑑み、宿泊療養、自
宅療養の対象とすべきでない患者も範囲に含まれる。

• 新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療
機関において、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算（250
点）が算定できる。

転院を受け入れた医療機関に係る評価

重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者に係る臨時的な診療報酬の取扱い

（出所）厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その19）」より山田コンサル作成。

最新情報は厚労省ホームページ参照
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 特定集中治療室管理料等が算定できない一般病棟における、中等症以上※１の新型コロナウイルス感染症患者については
救急医療管理加算の３倍相当(2,850点)の加算を算定できるようにしてきた。

・新型コロナウイルスに対応した院内感染対策が必要
・急速な病状進行に備えた診療・巡回体制が必要

これまでの診療報酬上の対応

※１ 中等症の患者とは、酸素療法が必要な状態の患者のほか、免疫抑制状態にある患者の酸素療法が終了した後の状態など、急変等のリスクに鑑み、
宿泊療養、自宅療養の対象とすべきでない患者を想定

 中等症の新型コロナウイルス感染症患者のうち、呼吸不全を認める者については、呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロ
ナウイルス感染症患者※2については、14 日を限度として１日につき救急医療管理加算１の100分の500に相当する点数（4,750 点）
を算定できることとする。

 呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者のうち、継続的に診療が必要な場合には、当該点数を 15 日
目以降も算定できることとする。

さらなる診療報酬上の対応

※2入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。
また、呼吸不全管理を要する中等症の患者とは、新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ Ｄ－19）診療の手引き（第３版）」に記載されている、
中等症Ⅱに該当する患者とする。

• 新型コロナウイルスの感染が継続している状況に伴い、特に中等症の新型コロナウイルス感染症患者の受
入れにについて、その診療及び管理の実態等を踏まえた臨時的な診療報酬の取扱いについて、以下の通り
取りまとめられた。

（出所）厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その27)」公開情報より山田コンサル作成。
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（出所）厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」公開情報より山田コンサル作成。

• これまでに示した臨時的な取扱いについておよび、臨時的な取扱いの対象となる保険医療機関等については、次のとおり
となっている。

これまでに示した臨時的な取扱いについて

1. 定数超過入院について、「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法について」の第１の２の減額措
置は適用しない。

2. 月平均夜勤時間数について、１割以上の一時的な変動があった場合においても、当分の間、変更の届出を行わなくてもよいものとする。

3. １日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者（以下「看護要員」という。）の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の
数に対する看護師の比率について、１割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出を行わなくてもよいものとする。

4. ＤＰＣ対象病院について、「ＤＰＣ制度への参加等の手続きについて」に規定する「ＤＰＣ対象病院への参加基準を満たさなくなった場合」としての届出を行わな
くてもよい。

5. 平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率及び医療区分２又は３の患者割合等の要件について、基本診療料の施設基準等通知における当該
要件を満たさなくなった場合においても、直ちに施設基準の変更の届出を行わなくてもよい。

臨時的な取扱いの対象とする保険医療機関等

1. 『これまでに示した臨時的な取扱いについて』で示した臨時的な取扱いの対象とする保険医療機関等については、以下ア～エのとおりとする。
ア 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等
イ アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等
ウ 学校等の臨時休業に伴い、職員の勤務が困難となった保険医療機関等
エ 新型コロナウイルス感染症に感染し又は濃厚接触者となり出勤ができない職員が在籍する保険医療機関等

※ ア～エに該当する保険医療機関等については、それぞれ、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた病棟、他の保険医療機関等に職員を派遣した
病棟、学校等の臨時休業に伴い職員の勤務が困難となった病棟、感染し又は濃厚接触者となり出勤できない職員が在籍する病棟以外の病棟においても、
同様の取扱いとする。なお、ア～エに該当する期間については、当該期間を含む月単位で取り扱うこととする。

2. ただし、緊急事態宣言において緊急事態措置を実施すべき期間とされた期間については、緊急事態宣言において緊急事態措置を実施すべき区域とされた
区域にかかわらず、全ての保険医療機関等について、当該臨時的な取扱いの対象とすることとする。なお、緊急事態措置を実施すべき期間とされた期間に
ついては、当該期間を含む月単位で取り扱うこととする。

3. 訪問看護ステーションについても、前記１及び２と同様の取扱いとする。

最新情報は厚労省ホームページ参照
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（出所）厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」公開情報より山田コンサル作成。

• これまでに示した臨時的な取扱いについておよび、臨時的な取扱いの対象となる保険医療機関等については、次のとおり
となっている。

患者及び利用者の診療実績等に係る要件の取扱いについて

1. 『これまでに示した臨時的な取扱いについて』 の5で示した平均在院日数等の一定期間の実績を求める要件について、４月14 日事務連絡で示した内容のほ
か、以下の取扱いとする。

(１) 対象医療機関等に該当する場合は、手術の実績件数等の患者及び利用者の診療実績等に係る要件について、基本診療料の施設基準等通知、「特掲診
療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」及び「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」
における当該要件を満たさなくなった場合においても、直ちに施設基準及び届出基準の変更の届出を行わなくてもよいものとする。

(２) 対象医療機関等に該当しなくなった後の取扱いは、以下①又は②のいずれかとしても差し支えないものとする。
① 対象医療機関等に該当する期間については、実績を求める対象とする期間から控除した上で、控除した期間と同等の期間を遡及して実績を求める対象

とする期間とする。
例：ある年の４月から６月までの間に新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた保険医療機関における、当該年 10 月時点での「直近１年間の実績」

を求める対象とする期間

○：通常の取扱いのとおり、実績を求める対象とする月
★：対象医療機関等に該当するため、実績を求める対象としない月
●：臨時的な取扱いとして実績期間から控除した月（★）の代用として、実績を求める対象とする月

② 対象医療機関等に該当する期間については、当該期間の実績値の代わりに、実績を求める対象とする期間から対象医療機関等に該当する期間を除
いた期間の平均値を用いる。

例：ある年の４月から６月までの間に新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた保険医療機関における、当該年 10 月時点での「直近１年間の実績」
を求める対象とする期間

○：通常の取扱いのとおり、実績を求める対象とする月
■：対象医療機関等に該当するため、○の平均値を代用する月

前年
当概
年

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
● ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ ★ ★ 〇 〇 〇

前年
当概
年

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 〇 〇 〇

最新情報は厚労省ホームページ参照
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（出所）厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」公開情報より山田コンサル作成。

• これまでに示した臨時的な取扱いについておよび、臨時的な取扱いの対象となる保険医療機関等については、次のとおり
となっている。

その他の診療報酬の取扱いについて

ＤＰＣ制度への参加等の手続きについて
（データ／病床）比及び機能評価係数Ⅱにおける診療実績に基づく指数 （効率性指数、複雑性指数、カバー率指数、救急医療指数、地域医療指数） は、
・対象医療機関等に該当する期間を、実績を求める期間から控除した上で、控除した期間と同等の期間を遡及して実績を求める期間とすることにより算出し
た場合

・対象医療機関等に該当する期間の実績値の代わりに、実績を求める対象とする期間から対象医療機関等に該当する期間を除いた期間の平均値を用いて
算出した場合及び通常と同様の取扱いをした場合を比較して最も高い値を用いる。

特定薬剤管理指導加算２について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和２年９月30日までに保険薬局と連携している保険医療機関において、抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研
修会が実施されず、当該保険薬局の薬剤師が参加できない場合、新型コロナウイルス感染症に係る臨時・特例的な措置として、令和３年３月31日までに保
険医療機関において抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会が実施される予定であって、当該研修会に保険薬局の常勤の薬剤師が参加予定であり、特定
薬剤管理指導加算２のその他の要件を満たしていれば、届出は可能。この場合、当該加算の届出には、当該研修会の実施予定が分かる資料（開催案内
のホームページ・メール等）の写しを添付すること。なお、経過措置により当該研修に係る要件を満たしているものとして特定薬剤管理指導加算２の届出
を行っており、９月30日までに研修に参加できず要件を満たせなかった場合は、届出辞退を行った上で、研修予定が決まり次第、上記のとおり、再度届出
が可能。

連携充実加算について
連携充実加算については、「当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等を年
１回以上実施すること。」とされているが、新型コロナウイルス感染症の影響により対面で実施することが困難な場合については、新型コロナウイルス感染
症に係る臨時的な取扱いとして、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な情報通信機器を用いて研修会を開催しても差し支えない。

特定薬剤管理指導加算2について
特定薬剤管理指導加算２の施設基準の要件における「保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会」について、保険医療機関において
新型コロナウイルス感染症の影響により、当該研修会を対面で実施することが困難である場合は、新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして、
リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な情報通信機器を用いて実施された研修会であれば、該当する。

最新情報は厚労省ホームページ参照

新規掲載
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（出所）厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その29)」公開情報より山田コンサル作成。

• これまでに示した臨時的な取扱いについておよび、臨時的な取扱いの対象となる保険医療機関等については、次のとおり
となっている。

その他の診療報酬の取扱いについて

インフルエンザ流行に備えた体制整備について
保険医療機関が表示する診療時間以外の時間において発熱患者等の診療等を実施する場合、初診料又は再診料若しくは外来診療料に係る加算については
それぞれの要件を満たせば算定できる。なお、診療・検査医療機関において、発熱患者等の診療を、休日又は深夜に実施する場合に、当該保険医療機関を
「救急医療対策の整備事業について」に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険
医療機関とみなし、休日加算又は深夜加算について、それぞれの要件を満たせば算定できる。

診療時間以外の時間における発熱患者等の診療について
保険医療機関が診療・検査医療機関として、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間において発熱患者等の診療等を実施する場合、診療報酬
上における診療時間については、保険医療機関が診療・検査医療機関として、例えば、当該保険医療機関が表示する診療時間を超えて発熱患者等の診療
等を実施する等、当該保険医療機関における診療時間の変更を要する場合であっても、当該保険医療機関において、診療・検査医療機関として指定される
以前より表示していた診療時間を、当該保険医療機関における診療時間とみなすことができる。

発熱患者等の診療等を実施するための診療時間の変更について
診療・検査医療機関において、発熱患者等の診療等を実施するために診療時間の変更 が生じた場合、 再診料の注 10 に規定する時間外対応加算に係る
届出の変更を行う 必要はない 。

開放型病院共同指導料（Ⅰ）及び開放型病院共同指導料について
開放型病院共同指導料（Ⅰ）及び開放型病院共同指導料（Ⅱ）について、新型コロナウイルス感染症対策等のため、開放型病院に自己の患者を入院させた
保険医がリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション（以下「ビデオ通話」という。）が可能な機器を用いて共同指導を行った場合については、開放型病
院の保険医が患者と対面で共同指導を実施し、かつ、開放型病院に自己の患者を入院させた保険医が、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導を行う
場合には、それぞれの算定要件を満たすこととする。

最新情報は厚労省ホームページ参照

新規掲載
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